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 事  業  主  各  位                          
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インフルエンザ予防接種費用補助のご案内 

 

 初秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

                                    
さて、本年も感冒対策事業の一環として「インフルエンザ予防接種の費用補助」を 

 実施いたします。 

費用補助の対象者は、令和６年１０月１日から令和６年１２月３１日までの期間に 

予防接種を受けられた被保険者と被扶養者の方が対象となります。 

なお、補助金は今年度内１人１回限りの支給となり補助金限度額は被保険者2,000円、

被扶養者1,000円です。 

 

◎補助金の請求方法について 

○ 医療機関でインフルエンザ予防接種後に、別紙「インフルエンザ予防接種費用

補助金請求書」に「インフルエンザ予防接種」と表示のある領収書を添付のうえ、

令和７年１月末日までにご請求ください。 

        

         連絡先  ＴＥＬ（０６）６１２５－１２００  総務課まで 


